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発
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○
規
則

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

則
（
人
事
課
）
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一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る

規
則
（
人
事
課
）
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知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
及
び
山
口
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末

手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
（
人
事
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則（
人
事
課
）
…
…
…
二

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…

現
業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
訓
令

山
口
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
人
事
課
）
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
給
与
厚
生
課
）
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…
…
…
…
…
…
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…

○
教
委
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四
…
…
…

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

五
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…

教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

…
…
…
…
…
…

○
教
委
訓
令

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

六
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
人
委
規
則

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

九
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

産
業
教
育
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

定
時
制
通
信
教
育
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
企
業
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

一
九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

企
業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

二
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
六
十
五
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定

め
る
規
則

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
山
口
県
条
例

第
五
十
三
号
）
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二

十
七
日
と
す
る
。

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
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山
口
県
規
則
第
六
十
六
号

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を

定
め
る
規
則

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
山

口
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
と
す
る
。

知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
及
び
山
口
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期

末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
六
十
七
号

知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
及
び
山
口
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及

び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
及
び
山
口
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期

末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
山
口
県
条
例
第
五
十
五
号
）
の
施

行
期
日
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
と
す
る
。

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
六
十
八
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
山
口
県
条
例
第
五

十
八
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
と
す
る
。

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
六
十
九
号

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
百
一
条
第
二
号
イ
の
表
中

「

」
を

山
口
県
地
方
薬
事

審
議
会

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
薬
事
に
関
す
る
県
の
事
務
及
び
同
法
に
基
づ

く
知
事
の
権
限
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
の
重
要
事

項
の
調
査
審
議
に
関
す
る
事
務

薬
務
課

「

」
に
改
め
る
。

山
口
県
国
民
健
康

保
険
運
営
協
議
会

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の

国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
九

条
の
規
定
に
よ
り
同
法
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て

も
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
四

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
第

十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
国
民

健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
の
審
議
に

関
す
る
事
務

医
務
保

険
課

山
口
県
地
方
薬
事

審
議
会

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
薬
事
に
関
す
る
県
の
事
務
及
び
同
法
に
基
づ

く
知
事
の
権
限
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
の
重
要
事

項
の
調
査
審
議
に
関
す
る
事
務

薬
務
課

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二

山 口 県 報平成28年12月20日 火曜日 （号 外−62）



山
口
県
規
則
第
七
十
号

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
七
条
第
六
号
ヌ
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
、
「
介
護
休
暇
」
の
下
に
「
、
介
護

時
間
」
を
加
え
、
同
号
ソ
、
ネ
及
び
ナ
中
「
介
護
休
暇
」
の
下
に
「
、
介
護
時
間
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
第
一
号
ト
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
、
「
介
護
休
暇
」
の
下
に
「
、

介
護
時
間
」
を
加
え
、
同
号
カ
、
タ
及
び
レ
中
「
介
護
休
暇
」
の
下
に
「
、
介
護
時
間
」
を
加
え
る
。

第
五
十
三
条
の
二
第
一
号
ト
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
、
「
介
護
休
暇
」
の
下
に

「
、
介
護
時
間
」
を
加
え
、
同
号
カ
、
タ
及
び
レ
中
「
介
護
休
暇
」
の
下
に
「
、
介
護
時
間
」
を
加
え

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
七
十
一
号

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
口
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
小
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小

学
部
」
を
加
え
、
「
第
六
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
六
条
の
二
の
二
第
四
項
」
に
、
「
児
童
福
祉
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
十
九
条
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
に
お
け
る
相
互

援
助
活
動
」
を
「
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
に
お
け
る
同
項
各
号
に
掲

げ
る
援
助
」
に
、
「
の
う
ち
日
中
一
時
支
援
事
業
」
を
「
と
し
て
実
施
す
る
日
中
に
お
け
る
一
時
的
な

見
守
り
等
の
支
援
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
者
で
同
項
に
規
定
す
る
介
護
を
必
要
と
す
る
も
の
」

を
「
要
介
護
者
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
二
号
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

現
業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
七
十
二
号

現
業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

現
業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
山
口
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
行
う
場
合
に
お
け
る
休
暇
」
の
下
に
「
、
職
員
が
要
介
護
者
（
配
偶
者
（
届
出
を
し

な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者

の
父
母
、
一
親
等
の
親
族
（
父
母
、
子
及
び
配
偶
者
の
父
母
を
除
く
。
）
、
二
親
等
の
親
族
（
祖
父

母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹
を
除
き
、
職
員
と
同
居
す
る
者
に
限
る
。
）
及
び
配
偶
者
の
父
母
の
配
偶
者

（
配
偶
者
の
父
母
を
除
く
。
）
で
職
員
と
同
居
す
る
も
の
の
う
ち
、
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
二

週
間
（
要
介
護
者
の
介
護
を
必
要
と
す
る
特
別
の
事
情
そ
の
他
知
事
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
事
情

が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
週
間
）
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
た
め
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の

継
続
す
る
状
態
ご
と
に
連
続
す
る
三
年
の
期
間
（
当
該
要
介
護
者
に
係
る
指
定
期
間
（
知
事
が
、
職
員

の
申
出
に
基
づ
き
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
三

回
を
超
え
ず
、
か
つ
、
通
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
を
い
う
。
）
と
重
複
す

る
期
間
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

山
口
県
訓
令
第
九
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局

二
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山
口
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
訓
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
三
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
、
「
介
護
休
暇
」
の
下
に

「
、
介
護
時
間
」
を
加
え
る
。

別
記
第
四
号
様
式
の
⟹表
中

「

」
を

介
護
休
暇

（
日
・
時
）

「

」
に
改
め
、
同
様
式
の

介
護
休
暇

（
日
・
時
）

介
護
時
間

（
時
・
分
）

⟹裏
中
「

」
を

介
護
休
暇

（
日
・
時
）

「

」
に
改
め

介
護
休
暇

（
日
・
時
）

介
護
時
間

（
時
・
分
）

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
用
紙
の
使
用
）

⚒

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
、
改
正
前
の
山
口
県
職
員
服
務
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
出
勤
状
況
整

理
簿
を
印
刷
し
た
用
紙
で
使
用
中
の
も
の
及
び
残
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
所
要
の
調
整

を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
口
県
訓
令
第
十
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局

山
口
県
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
職
員
健
康
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
年
山
口
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
第
一
号
様
式
中
「第

18条

」
を
「第

19条

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
口

県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
介
護
休
暇
」
の
下
に
「
、
介
護
時
間
」
を
加
え
、
同
条
中
「
第
十
八
条
」
を

「
第
十
九
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
小
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小

学
部
」
を
加
え
、
「
第
六
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
六
条
の
二
の
二
第
四
項
」
に
、
「
児
童
福
祉
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
十
九
条
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
に
お
け
る
相
互

援
助
活
動
」
を
「
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
に
お
け
る
同
項
各
号
に
掲

げ
る
援
助
」
に
、
「
の
う
ち
日
中
一
時
支
援
事
業
」
を
「
と
し
て
実
施
す
る
日
中
に
お
け
る
一
時
的
な

見
守
り
等
の
支
援
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
者
で
同
項
に
規
定
す
る
介
護
を
必
要
と
す
る
も
の
」

を
「
要
介
護
者
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
二
号
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
山
口
県
教
育
委
員

会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
行
う
場
合
に
お
け
る
休
暇
」
の
下
に
「
、
職
員
が
要
介
護
者
（
配
偶
者
（
届
出
を
し

な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者

の
父
母
、
一
親
等
の
親
族
（
父
母
、
子
及
び
配
偶
者
の
父
母
を
除
く
。
）
、
二
親
等
の
親
族
（
祖
父

母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹
を
除
き
、
職
員
と
同
居
す
る
者
に
限
る
。
）
及
び
配
偶
者
の
父
母
の
配
偶
者

（
配
偶
者
の
父
母
を
除
く
。
）
で
職
員
と
同
居
す
る
も
の
の
う
ち
、
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
二

週
間
（
要
介
護
者
の
介
護
を
必
要
と
す
る
特
別
の
事
情
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め

る
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
週
間
）
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が

あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
た
め
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と
す

る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
連
続
す
る
三
年
の
期
間
（
当
該
要
介
護
者
に
係
る
指
定
期
間
（
教
育
委

員
会
が
、
職
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状

態
ご
と
に
、
三
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、
通
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
を
い

う
。
）
と
重
複
す
る
期
間
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ

と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
五
号

庁

中

一

般

学
校
を
除
く
各
教
育
機
関

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三

号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
の
第
九
号
中
「
第
十
七
条
」

を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
第
十
号
と
し
、
同
表
の
第
八
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」

を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
第
九
号
と
し
、
同
表
の
第
七
号
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

八

介
護
時
間
を
受
け
る
場
合
（
勤
務
時
間
条
例
第
十

六
条
第
一
項
）

介
時

時
間
数

別
記
第
三
号
様
式
の
三
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
の
⟹表
中
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「

」
を

介
護
休
暇

（
日
・
時
）

「

」
に
改
め
、
同
様
式
の

介
護
休
暇

（
日
・
時
）

介
護
時
間

（
時
・
分
）

⟹裏
中
「

」
を

介
護
休
暇

（
日
・
時
）

「

」
に
改
め

介
護
休
暇

（
日
・
時
）

介
護
時
間

（
時
・
分
）

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号

県
立
学
校
一
般

山
口
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
の
⟹表
中

「

」
を

介
護
休
暇

（
日
・
時
）

「

」
に
改
め
、
同
様
式
の

介
護
休
暇

（
日
・
時
）

介
護
時
間

（
時
・
分
）

⟹裏
中
「介

護
休
暇

（
日
・
時
）

「

」
に
改
め

介
護
休
暇

（
日
・
時
）

介
護
時
間

（
時
・
分
）

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
二
号

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

別
表
第
六
の
イ

行
政
職
給
料
表
昇
格
時
号
給
対
応
表
中

38

を

37

に
改
め

39

38

40

38

41

39

41

39

42

40

42

40

43

41

43

41

44

42

44

42

45

43

六
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」
を

」

」



る
。

「

「

別
表
第
六
の
ニ

研
究
職
給
料
表
昇
格
時
号
給
対
応
表
中

32

を

32

に
、

32

32

32

32

33

33

34

33

35

34

36

34

37

35

37

35

38

36

38

36

39

37

39

38

40

39

」

」

「

「

「

「

を

に
、

38

を

37

に
改
め
る
。

38

38

38

38

58

57

39

38

58

58

39

38

59

58

39

39

59

58

40

39

60

59

40

39

60

59

40

39

61

59

40

39

61

60

40

40

61

60

41

40

61

60

41

40

62

61

41

40

62

61

41

40

62

61

41

41

62

62

42

41

63

62

42

41

63

62

42

41

63

63

42

41

63

63

42

42

64

63

43

42

43

42

43

42

43

42

」

」

」

」「

「

別
表
第
六
の
ト

医
療
職
給
料
表
㈢
昇
格
時
号
給
対
応
表
中

82

を

81

に
改

82

82

82

82

82

82

83

82

83

82

83

83

83

83

84

83

84

83

84

83

84

84

85

84

85

84

85

84

85

84

86

85

86

85

86

85
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86

86

87

86

87

86

87

87

87

87

88

87

」

」

め
る
。

「

「

別
表
第
六
の
リ

教
育
職
給
料
表
㈡
昇
格
時
号
給
対
応
表
中

54

を

53

に
、

55

54

56

54

57

55

57

55

58

56

58

56

59

57

59

58

60

59

」

」

「

「

66

を

65

に
改
め
る
。

66

66

66

66

66

66

66

66

67

66

67

66

67

67

67

67

67

67

68

67

68

67

68

67

68

68

68

68

69

68

69

68

69

68

70

68

70

69

70

69

71

70

71

70

」

」

別
表
第
八
中

「

」
を

大
学
院
修
学
休
業
の
期
間

「

」
に

改

大
学
院
修
学
休
業
の
期
間

介
護
休
暇
の
期
間

め
、
「

」
を

介
護
休
暇
の
期
間

１２
以
下

削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
六
の
改
正
規
定

は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

改
正
後
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
別
表
第
八
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の

施
行
の
日
以
後
の
介
護
休
暇
の
期
間
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
介
護
休
暇
の
期
間
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

八
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給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
健
康
福
祉
部
障
害
者
支
援
課
の
項
を
削
り
、
同
表
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
三

二
〇
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
二
二
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
の

改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
し
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
五
号

扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
決
定
基
準
）

第
四
条

職
員
給
与
条
例
第
九
条
第
四
項
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
第
四
項
の
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
扶
養
手
当
の
対
象
と
な
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
、
職
員
給
与
条
例
第
九
条

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
扶
養
親
族
及
び
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
扶
養
親
族
の
い

ず
れ
か
が
い
る
場
合
又
は
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
扶
養
親
族
及
び

同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
扶
養
親
族
の
い
ず
れ
か
が
い
る
場
合
に
は
、
職
員
給
与
条

例
第
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
扶
養
親
族

以
外
の
扶
養
親
族
の
う
ち
か
ら
決
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
し
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
六
号

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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職員の区分

期間の区分

１ 項 職 員
２ 項 職 員

１ 種 ２ 種 ３ 種 ４ 種 ５ 種

１ 年 未 満
円

413,800
円

368,000
円

308,000
円

250,600
円

184,300
円

30,000

１年以上２年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 27,000

２年以上３年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 24,000

３年以上４年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 21,000

４年以上５年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 18,000

５年以上６年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 15,000

６年以上７年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 12,000

７年以上８年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 9,000

８年以上９年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 6,000

９年以上10年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 3,000

10年以上11年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300

11年以上12年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300

12年以上13年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300

13年以上14年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300

14年以上15年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300

15年以上16年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300

16年以上17年未満 409,400 364,000 304,700 248,000 182,700

17年以上18年未満 405,000 360,000 301,400 245,400 181,100

18年以上19年未満 400,600 356,000 298,100 242,800 179,500

19年以上20年未満 396,200 352,000 294,800 240,200 177,900

20年以上21年未満 391,800 348,000 291,500 237,600 176,300

21年以上22年未満 372,400 331,100 277,700 225,600 167,100

22年以上23年未満 352,600 313,900 263,700 213,700 157,300

23年以上24年未満 333,300 297,200 250,200 201,700 148,200

24年以上25年未満 313,900 280,300 236,300 189,900 138,500

25年以上26年未満 294,400 263,400 222,600 178,100 129,300

26年以上27年未満 271,700 242,600 205,000 163,700 118,300

27年以上28年未満 249,500 222,200 187,900 149,400 107,900

28年以上29年未満 227,100 201,800 170,600 135,100 97,600

29年以上30年未満 204,300 181,000 153,000 120,800 86,600

30年以上31年未満 179,500 159,100 135,000 105,800 76,000

31年以上32年未満 154,600 137,200 116,700 91,000 64,900

32年以上33年未満 130,000 115,500 98,800 75,800 54,500

33年以上34年未満 91,900 83,600 72,800 56,700 40,300

34年以上35年未満 56,600 53,800 48,500 38,300 27,100



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関

す
る
規
則
の
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
七
号

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
第
五
号
中
「
第
十
二
条
第
二
項
第
八
号
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
第
十
号
」
に
改
め

る
。第

十
二
条
第
二
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中

「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
口
県
条
例
第
十
一
号
）
第

十
八
条
」
を
「
勤
務
時
間
条
例
第
十
九
条
」
に
、
「
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
山
口
県
条
例
第
三
十
号
）
第
十
八
条
」
を
「
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十

九
条
」
に
改
め
、
「
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
「
日
が
九
十
日
」
を
「
期
間
が

三
十
日
」
に
、
「
期
間
」
を
「
全
期
間
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
中
第
九
号
を

第
十
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。六

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
口
県
条
例
第
十
一

号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
又
は
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休

暇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
山
口
県
条
例
第
三
十
号
。
以
下
「
学
校
職
員
勤
務
時
間
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
介
護
時
間
の
承
認
（
公
益
的
法
人
等
派
遣
職
員
で
あ

つ
た
職
員
が
育
児
・
介
護
休
業
法
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
の
短
縮
等
の
措

置
を
講
じ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
措
置
の
う
ち
勤
務
時
間
条
例
第
十
九
条
又
は
学
校
職
員
勤
務

時
間
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
介
護
時
間
の
承
認
に
相
当
す
る
措
置
と
し
て
人
事
委
員
会
が

定
め
る
措
置
を
含
む
。
）
を
受
け
て
勤
務
し
な
か
つ
た
期
間
が
三
十
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ

の
勤
務
し
な
か
つ
た
全
期
間

第
十
四
条
第
一
号
中
「
百
分
の
百
六
十
」
を
「
百
分
の
百
七
十
」
に
、
「
百
分
の
二
百
」
を
「
百
分

の
二
百
十
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
九
十

五
」
を
「
百
分
の
百
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
の
改
正
規
定
は
、

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則

第
十
四
条
の
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
八
号

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
就
業
促
進
定
着
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
」
を
「
同
号
ロ
に
該
当
す

る
者
に
係
る
就
業
促
進
手
当
（
就
業
促
進
定
着
手
当
に
限
る
。
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
」
に
改

め
、
「
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
」
の
下
に
「
の
う
ち
法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

す
る
行
為
を
す
る
者
に
係
る
求
職
活
動
支
援
費
に
相
当
す
る
退
職
手
当
」
を
加
え
、
「
紹
介
を
受
け

た
」
を
「
指
示
に
よ
る
広
域
求
職
活
動
を
終
了
し
た
」
に
改
め
、
「
広
域
求
職
活
動
費
に
相
当
す
る
退

職
手
当
支
給
申
請
書
（
別
記
第
二
十
九
号
様
式
）
に
そ
れ
ぞ
れ
受
給
資
格
認
定
書
」
を
「
求
職
活
動
支

援
費
（
広
域
求
職
活
動
費
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書
（
別
記
第
二
十
九
号
様
式
）
に
、
同

項
第
二
号
に
該
当
す
る
行
為
を
す
る
者
に
係
る
求
職
活
動
支
援
費
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て
は

短
期
訓
練
受
講
費
の
支
給
に
係
る
教
育
訓
練
を
修
了
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
求
職

活
動
支
援
費
（
短
期
訓
練
受
講
費
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書
（
別
記
第
二
十
九
号
様
式
の

二
）
に
、
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
行
為
を
す
る
者
に
係
る
求
職
活
動
支
援
費
に
相
当
す
る
退
職
手
当

に
あ
つ
て
は
求
職
活
動
支
援
費
（
求
職
活
動
関
係
役
務
利
用
費
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書

（
別
記
第
二
十
九
号
様
式
の
三
）
に
そ
れ
ぞ
れ
受
給
資
格
認
定
書
、
高
年
齢
受
給
資
格
認
定
書
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
受
給
資
格
認
定
書
又
は
」
を
「
受
給
資
格
認
定
書
、
高
年
齢
受
給
資
格
認
定
書

又
は
」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中

一
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「

」
を

１
雇
用
保
険
法
第

15条
第
３
項
の
職

業
訓
練

２
雇
用
保
険
法
第

63条
第
１
項
第
３

号
の
講
習
及
び
訓

練

３
障
害
者
の
雇
用

の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
第
13条
の

適
応
訓
練

４
高
年
齢
者
等
の
雇

用
の
安
定
等
に
関
す

る
法
律
第
23条
第
１

項
の
計
画
に
準
拠
し

た
同
項
第
３
号
に
掲

げ
る
訓
練

「

」
に
改
め
る
。

１
雇
用
保
険
法

第
15条
第
３
項

の
職
業
訓
練

２
雇
用
保
険
法

第
63条
第
１
項

第
３
号
の
講
習

及
び
訓
練

３
障
害
者
の
雇

用
の
促
進
等
に

関
す
る
法
律
第

13条
の
適
応
訓

練

４
高
年
齢
者
等

の
雇
用
の
安
定

等
に
関
す
る
法

律
第
25条
第
１

項
の
計
画
に
準

拠
し
た
同
項
第

３
号
に
掲
げ
る

訓
練

５
雇
用
保
険
法
第

６
条
第
５
号
に
規

定
す
る
船
員
の
職

業
能
力
の
開
発
及

び
向
上
に
資
す
る

訓
練
又
は
講
習
と

し
て
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
も
の

別
記
第
二
十
号
様
式
の
⟹表
中
「

」
を

⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺

「

」
に
改
め
、
同
様
式
の
⟹裏
の
注
⚑
の
⑺
中
「公

害
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺
⑻

健
康
被
害
補
償
法

」
を
「公

害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
注
⚑
中
⑺
を
⑻
と

し
、
⑶
か
ら
⑹
ま
で
を
⑷
か
ら
⑺
ま
で
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶
船
員
法
に
よ
る
傷
病
手
当

別
記
第
二
十
三
号
様
式
の
三
中

「

」
を

住
所
又
は
居
所

勤
続
期
間

年
月

「

」
に
改
め
る
。

住
所
又
は
居
所

勤
続
期
間

年
月

退
職
事
由

別
記
第
二
十
五
号
様
式
中

「

」
を

住
所
又
は
居
所

「

」
に
改
め
る
。

住
所
又
は
居
所

退
職
事
由

別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
三
中
「を

受
給
し
た
こ
と
が
な
い

」
を
「の

い
ず
れ
も
受
給
し
た
こ
と
が

な
い

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
中
「を

受
給
し
た
こ
と
が
な
い

」
を
「の

い
ず
れ
も
受
給
し
た
こ
と
が
な

い

」
に
改
め
、
同
様
式
の
添
付
書
類
中
「受

給
資
格
認
定
書
又
は

」
を
「受

給
資
格
認
定
書
、
高
年
齢

受
給
資
格
認
定
書
又
は

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
添
付
書
類
中
「受

給
資
格
認
定
書
又
は

」
を
「受

給
資
格
認
定
書
、
高
年

齢
受
給
資
格
認
定
書
又
は

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
様
式
中
「広

域
求
職
活
動
費

」
を
「求

職
活
動
支
援
費
（
広
域
求
職
活
動
費

）
」

に
、
「受

給
資
格
認
定
書
又
は

」
を
「受

給
資
格
認
定
書
、
高
年
齢
受
給
資
格
認
定
書
又
は

」
に
改

め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

一
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第
29号
様
式
の
⚒
（
第
25条
関
係
）

求
職
活
動
支
援
費
（
短
期
訓
練
受
講
費
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書

申請者

氏
名

性
別
男
・
女
受
給
資
格

認
定
書
番
号

住
所
又
は
居
所

講座

教
育
訓
練

施
設
の
名
称

講
座
名

受
講
開
始

年
月
日
受
講
終
了

年
月
日
当
該
講
座
に
関
連
す
る

公
的

資
格

受
講

費
(入
学
料
を
含
む
。
)

資
格
名

分
類

円

求
職
活
動
支
援
費
（
短
期
訓
練
受
講
費
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
よ
う
、
職
員
の
退
職
手

当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
第
25条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
上
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

年
月

日

（
任
命
権
者
）

様
申
請
者
氏
名

㊞

※処理欄

支
給
決
定
年
月
日

年
月

日

計
算

欄
支

給
額

円

備考

第
29号
様
式
の
⚓
（
第
25条
関
係
）

求
職
活
動
支
援
費
（
求
職
活
動
関
係
役
務
利
用
費
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書

申請者

氏
名

性
別
男
・
女
受
給
資
格

認
定
書
番
号

住
所
又
は
居
所

保育等サービス

項番
保
育
等

サ
ー
ビ
ス

利
用
理
由

保
育
等

サ
ー
ビ
ス

事
業
者
名

保
育
等

サ
ー
ビ
ス

利
用
日

保
育
等

サ
ー
ビ
ス

利
用
日
数

保
育
等

サ
ー
ビ
ス

名

保
育
等
サ

ー
ビ
ス
利

用
期
間
内

の
求
職
活

動
実
施
日

保
育
等
サ

ー
ビ
ス
利

用
期
間
内

の
求
職
活

動
実
施
日

数

費
用

(自
己
負
担
分
)

①
１
面接等のため

２
訓
練
の
た
め

日
日

円

②
１
面接等のため

２
訓
練
の
た
め

日
日

円

③
１
面接等のため

２
訓
練
の
た
め

日
日

円

④
１
面接等のため

２
訓
練
の
た
め

日
日

円

求
職
活
動
支
援
費
（
求
職
活
動
関
係
役
務
利
用
費
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
よ
う
、
職
員

の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
第
25条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
上
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

年
月

日

（
任
命
権
者
）

様
申
請
者
氏
名

㊞

※処理欄

支
給
決
定
年
月
日

年
月

日

項
番

計
算

欄
支

給
額

①
円

②
円

③
円

④
円

合
計

円

備考

一
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添
付
書
類

受
給
資
格
認
定
書
、
高
年
齢
受
給
資
格
認
定
書
又
は
特
例
受
給
資
格
認
定
書

注
１
「
当
該
講
座
に
関
連
す
る
公
的
資
格
」
欄
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
従
つ
て
該
当
す
る
も

の
の
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

１
輸
送
・
機
械
運
転
関
係

４
情
報
関
係

７
技
術
関
係

２
医
療
・
社
会
福
祉
・
保
健
衛
生
関
係
５
事
務
関
係

８
製
造
関
係

３
専
門
的
サ
ー
ビ
ス
関
係

６
営
業
・
販
売
・
サ
ー
ビ
ス
関
係
９
そ
の
他

２
※
印
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

添
付
書
類

受
給
資
格
認
定
書
、
高
年
齢
受
給
資
格
認
定
書
又
は
特
例
受
給
資
格
認
定
書

注
１
「
保
育
等
サ
ー
ビ
ス
名
」
欄
に
は
、
次
の
区
分
に
従
つ
て
該
当
す
る
も
の
の
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

…



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
九
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
八
号
の
四
中
「
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
」
を

「
要
介
護
者
（
以
下
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
号
」
の
下
に
「
に
掲
げ
る
者
（
祖
父
母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⚓

条
例
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
の
申
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
（
以
下
「
指

定
期
間
」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
希
望
す
る
期
間
の
初
日
及
び
末
日
を
休
暇
簿
に
記
入
し
て
、
任
命

権
者
に
対
し
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚔

任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
出

に
よ
る
期
間
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
（
第
七
項
に
お
い
て
「
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の

指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

⚕

職
員
は
、
第
三
項
の
申
出
に
基
づ
き
前
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期

間
を
延
長
し
て
指
定
す
る
こ
と
又
は
当
該
指
定
期
間
若
し
く
は
こ
の
項
の
申
出
（
短
縮
の
指
定
の
申

出
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
次
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
を
短
縮
し

て
指
定
す
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
め
て
指
定
期
間
と
し

て
指
定
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
期
間
の
末
日
を
休
暇
簿
に
記
入
し
て
、
任
命
権
者
に
対
し
申
し
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

⚖

任
命
権
者
は
、
職
員
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
又
は
短
縮
の
指
定
の
申
出
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
四
項
、
こ
の
項
又
は
次
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
の
初
日
か

ら
当
該
申
出
に
係
る
末
日
ま
で
の
期
間
の
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

⚗

第
四
項
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
申
出
の
期
間
又
は
第
三
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１
認
可
保
育
所
で
行
う
保
育

６
居
宅
訪
問
型
保
育

11
延
長
保
育
事
業

２
認
可
幼
稚
園
で
行
う
保
育

７
事
業
所
内
保
育

12
病
児
保
育
事
業

３
認
定
子
ど
も
園
で
行
う
保
育
８
一
時
預
か
り
事
業

13
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

４
小
規
模
保
育

９
子
育
て
短
期
事
業

14
そ
の
他
の
保
育
等
サ
ー
ビ
ス

５
家
庭
的
保
育

10
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業

(認
可
外
保
育
施
設
が
行
う

(フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

保
育
等
)

セ
ン
タ
ー
事
業
）

２
※
印
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。



項
の
申
出
に
基
づ
き
第
四
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
の
末
日
の
翌

日
か
ら
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
当
該
申
出
に
係

る
末
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
延
長
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
全
期
間
に
わ

た
り
第
十
六
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合

は
、
当
該
期
間
を
指
定
期
間
と
し
て
指
定
し
な
い
も
の
と
し
、
申
出
の
期
間
又
は
延
長
申
出
の
期
間

中
の
一
部
の
日
が
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
日

で
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
期
間
か
ら
当
該
日
を
除
い
た
期
間
に
つ
い
て
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も

の
と
す
る
。

⚘

指
定
期
間
の
通
算
は
、
暦
に
従
っ
て
計
算
し
、
一
月
に
満
た
な
い
期
間
は
、
三
十
日
を
も
っ
て
一

月
と
す
る
。

第
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
の
五
と
す

る
。第

十
三
条
の
二
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⚒

子
育
て
支
援
部
分
休
暇
は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で

連
続
し
た
二
時
間
（
第
十
二
条
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
、
介
護
時
間
又
は
部
分
休
業

の
承
認
を
得
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
二
時
間
か
ら
当
該
承
認
を
得
て
勤

務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す
る
。

第
十
三
条
の
二
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
お
け
る
休
暇
」
の
下
に
「
、
介
護
時
間
」
を
加

え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
を
第
十
三
条
の
四
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え

る
。

第
十
三
条
の
二

介
護
休
暇
の
単
位
は
、
一
日
、
半
日
又
は
一
時
間
と
す
る
。

⚒

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
介
護
休
暇
の
単
位
は
、
一
日
又
は
一
時
間

と
す
る
。

⚓

一
時
間
を
単
位
と
す
る
介
護
休
暇
は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の

時
刻
ま
で
連
続
し
た
四
時
間
（
当
該
介
護
休
暇
と
要
介
護
者
を
異
に
す
る
介
護
時
間
の
承
認
を
得
て

勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
四
時
間
か
ら
当
該
介
護
時
間
の
承
認
を
得
て
勤
務

し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す
る
。

（
介
護
時
間
）

第
十
三
条
の
三

介
護
時
間
の
単
位
は
、
三
十
分
と
す
る
。

⚒

介
護
時
間
は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
た
二

時
間
（
子
育
て
支
援
部
分
休
暇
又
は
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
（
以
下

「
部
分
休
業
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
得
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
二
時

間
か
ら
当
該
承
認
を
得
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す

る
。

⚓

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
非
常
勤
職
員
の
介
護
時
間
は
、
一
日
を
通
じ
、
当
該
非
常
勤
職
員

に
つ
い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
の
範
囲
内

（
子
育
て
支
援
部
分
休
暇
又
は
部
分
休
業
の
承
認
を
得
て
い
る
非
常
勤
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時

間
の
範
囲
内
で
、
か
つ
、
二
時
間
か
ら
当
該
承
認
に
係
る
時
間
を
減
じ
た
時
間
の
範
囲
内
）
と
す

る
。

第
十
四
条
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
第
十
七
条
に
」
を
「
第
十
八
条
に
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
介
護
休
暇
」
の
下
に
「
、
介
護
時
間
」
を
加
え
、
「
に
定
め

る
場
合
又
は
条
例
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
、
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め

る
。第

十
八
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
介
護
休
暇
」
の
下
に
「
、
介
護
時
間
」
を
加
え
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
介
護
休
暇
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
」
を
加
え
、
「
条
例
第
十
五
条

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
」
を
「
一
回
の
指
定
期
間
」
に
改
め
、

「
（
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
週
間
）
」
を
削
り
、
「
期
間
」
の
下
に

「
（
当
該
指
定
期
間
が
二
週
間
未
満
で
あ
る
場
合
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
人
事

委
員
会
が
定
め
る
期
間
）
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
同
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
り
介
護
休
暇
又
は
子
育
て
支
援
部
分
休
暇

の
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
介
護
休
暇
」
の
下
に
「
、
介
護
時
間
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
七
項
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
指
定
）

⚒

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八

年
山
口
県
条
例
第
五
十
七
号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
の

申
出
は
、
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
口
県
条
例
第
十
一
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
（
以

下
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
の
末
日
と
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
日
を
休
暇
簿
に
記
入
し
て
、
任
命

権
者
に
対
し
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚓

任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
改
正
条
例

附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
初
日
（
以
下
「
初
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
申
出
に
よ
る
期
間
の
末
日

ま
で
の
期
間
の
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

⚔

改
正
条
例
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
附
則
第
二
項
の
申

出
に
基
づ
き
前
項
若
し
く
は
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
を
延
長
し
て
指
定
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す
る
こ
と
又
は
当
該
指
定
期
間
若
し
く
は
こ
の
項
の
申
出
（
短
縮
の
指
定
の
申
出
に
限
る
。
）
に
基

づ
き
次
項
若
し
く
は
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
を
短
縮
し
て
指
定
す
る
こ

と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
め
て
指
定
期
間
と
し
て
指
定
す
る
こ

と
を
希
望
す
る
期
間
の
末
日
を
休
暇
簿
に
記
入
し
て
、
任
命
権
者
に
対
し
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

⚕

任
命
権
者
は
、
職
員
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
又
は
短
縮
の
指
定
の
申
出
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
初
日
か
ら
当
該
申
出
に
係
る
末
日
ま
で
の
期
間
の
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の

と
す
る
。

⚖

附
則
第
三
項
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
平
成
二
十
九
年
一

月
一
日
か
ら
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
し
出
た
指
定
期
間
の
末
日
と
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
日

ま
で
の
期
間
（
以
下
「
施
行
日
以
後
の
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
又
は
附
則
第
二
項
の
申
出
に
基

づ
き
附
則
第
三
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
附

則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
当
該
申
出
に
係
る
末

日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
延
長
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
全
期
間
に
わ
た
り
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
第
十
六
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な

い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
期
間
を
指
定
期
間
と
し
て
指
定
し
な
い
も
の
と
し
、
施
行

日
以
後
の
申
出
の
期
間
又
は
延
長
申
出
の
期
間
中
の
一
部
の
日
が
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
介

護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
日
で
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
期
間
か
ら
当
該
日
を
除

い
た
期
間
に
つ
い
て
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
準
備
行
為
）

⚗

附
則
第
二
項
の
指
定
期
間
の
指
定
の
申
出
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
二
条
の
二
第
三
号
ロ
」
を
「
第
二
条
の
三
第
三
号
ロ
」

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
二
条
の
二
第
三
号
ロ
」
を
「
第
二
条
の
三
第
三
号
ロ
」
に
、
「
保
育
所

に
お
け
る
保
育
の
実
施
」
を
「
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
若
し
く
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の

推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園

に
お
け
る
保
育
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ
る
保
育

の
利
用
」
に
、
「
第
二
条
第
四
号
イ
⑵
」
を
「
第
二
条
第
四
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二

条
の
二
第
三
号
ロ
」
を
「
第
二
条
の
三
第
三
号
ロ
」
に
改
め
、
「
規
定
す
る
当
該
子
を
養
育
し
て
い
る

当
該
子
の
親
」
の
下
に
「
（
当
該
子
に
つ
い
て
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十

七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に

請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で

あ
っ
て
当
該
子
を
現
に
監
護
す
る
も
の
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り

当
該
子
を
委
託
さ
れ
て
い
る
同
法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
里
親
で
あ
っ
て
養
子
縁
組
に
よ
っ

て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
も
の
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
者

（
児
童
の
親
そ
の
他
の
同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定

に
よ
り
、
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
者
と
し
て
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
条
の
三
第
一
項
中
「
第
三
条
第
七
号
」
を
「
第
三
条
第
八
号
」
に
、
「
第
二
条
の
二
第
三
号
」

を
「
第
二
条
の
三
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
七
号
」
を
「
第
三
条
第
八
号
」
に

改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
三
条
第
四
号
」
を
「
第
三
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
第
十
一
条
第
五
号
」
を
「
第
十
一
条
第
六
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

産
業
教
育
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
一
号

産
業
教
育
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

産
業
教
育
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
号
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

定
時
制
通
信
教
育
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
二
号

定
時
制
通
信
教
育
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

定
時
制
通
信
教
育
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
号
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
三
号

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
八
号
の
四
中
「
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
」
を

「
要
介
護
者
（
以
下
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
号
」
の
下
に
「
に
掲
げ
る
者
（
祖
父
母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⚓

条
例
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
職
員
の
申
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
（
以
下

「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
希
望
す
る
期
間
の
初
日
及
び
末
日
を
休
暇
簿
に
記
入
し
て
、

教
育
委
員
会
に
対
し
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚔

教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
申

出
に
よ
る
期
間
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
（
第
七
項
に
お
い
て
「
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）

の
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

⚕

学
校
職
員
は
、
第
三
項
の
申
出
に
基
づ
き
前
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指

定
期
間
を
延
長
し
て
指
定
す
る
こ
と
又
は
当
該
指
定
期
間
若
し
く
は
こ
の
項
の
申
出
（
短
縮
の
指
定

の
申
出
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
次
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
を
短

縮
し
て
指
定
す
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
め
て
指
定
期
間

と
し
て
指
定
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
期
間
の
末
日
を
休
暇
簿
に
記
入
し
て
、
教
育
委
員
会
に
対
し
申

し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

⚖

教
育
委
員
会
は
、
学
校
職
員
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
又
は
短
縮
の
指
定
の
申

出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
四
項
、
こ
の
項
又
は
次
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
の
初

日
か
ら
当
該
申
出
に
係
る
末
日
ま
で
の
期
間
の
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

⚗

第
四
項
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
申
出
の
期
間
又
は
第

三
項
の
申
出
に
基
づ
き
第
四
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
の
末
日
の

翌
日
か
ら
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
当
該
申
出
に

係
る
末
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
延
長
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
全
期
間
に

わ
た
り
第
十
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場

合
は
、
当
該
期
間
を
指
定
期
間
と
し
て
指
定
し
な
い
も
の
と
し
、
申
出
の
期
間
又
は
延
長
申
出
の
期

間
中
の
一
部
の
日
が
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な

日
で
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
期
間
か
ら
当
該
日
を
除
い
た
期
間
に
つ
い
て
指
定
期
間
を
指
定
す
る

も
の
と
す
る
。

⚘

指
定
期
間
の
通
算
は
、
暦
に
従
っ
て
計
算
し
、
一
月
に
満
た
な
い
期
間
は
、
三
十
日
を
も
っ
て
一

月
と
す
る
。

第
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
」
を
「
第
十
八
条
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
の
五

と
す
る
。

第
十
四
条
の
二
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⚒

子
育
て
支
援
部
分
休
暇
は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で

連
続
し
た
二
時
間
（
第
十
三
条
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
、
介
護
時
間
又
は
部
分
休
業

の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
二
時
間
か
ら
当
該
承
認
を
受
け

て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す
る
。

第
十
四
条
の
二
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
お
け
る
休
暇
」
の
下
に
「
、
介
護
時
間
」
を
加

え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
を
第
十
四
条
の
四
と
し
、
第
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え

る
。

第
十
四
条
の
二

介
護
休
暇
の
単
位
は
、
一
日
、
半
日
又
は
一
時
間
と
す
る
。

⚒

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
等
の
介
護
休
暇
の
単
位
は
、
一
日
又
は
一
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時
間
と
す
る
。

⚓

一
時
間
を
単
位
と
す
る
介
護
休
暇
は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の

時
刻
ま
で
連
続
し
た
四
時
間
（
当
該
介
護
休
暇
と
要
介
護
者
を
異
に
す
る
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け

て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
四
時
間
か
ら
当
該
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て

勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す
る
。

（
介
護
時
間
）

第
十
四
条
の
三

介
護
時
間
の
単
位
は
、
三
十
分
と
す
る
。

⚒

介
護
時
間
は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
た
二

時
間
（
子
育
て
支
援
部
分
休
暇
又
は
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
（
以
下

「
部
分
休
業
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
二

時
間
か
ら
当
該
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と

す
る
。

⚓

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
非
常
勤
職
員
の
介
護
時
間
は
、
一
日
を
通
じ
、
当
該
非
常
勤
職
員

に
つ
い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
の
範
囲
内

（
子
育
て
支
援
部
分
休
暇
又
は
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
い
る
非
常
勤
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該

時
間
の
範
囲
内
で
、
か
つ
、
二
時
間
か
ら
当
該
承
認
に
係
る
時
間
を
減
じ
た
時
間
の
範
囲
内
）
と
す

る
。

第
十
五
条
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
介
護
休
暇
」
の
下
に
「
、
介
護
時
間
」
を
加
え
、
「
に
定
め

る
場
合
又
は
条
例
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
、
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め

る
。第

十
九
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
介
護
休
暇
」
の
下
に
「
、
介
護
時
間
」
を
加
え
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
介
護
休
暇
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
」
を
加
え
、
「
条
例
第
十
五

条
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
」
を
「
一
回
の
指
定
期
間
」
に
改

め
、
「
（
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
週
間
）
」
を
削
り
、
「
期
間
」
の
下

に
「
（
当
該
指
定
期
間
が
二
週
間
未
満
で
あ
る
場
合
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
人

事
委
員
会
が
定
め
る
期
間
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
同
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
り
介
護
休
暇
又
は
子
育
て
支
援
部
分
休
暇

の
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
介
護
休
暇
」
の
下
に
「
、
介
護
時
間
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
七
項
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
条
例
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
指
定
）

⚒

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八

年
山
口
県
条
例
第
五
十
七
号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
学
校
職

員
の
申
出
は
、
改
正
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇

等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
山
口
県
条
例
第
三
十
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

期
間
（
以
下
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
の
末
日
と
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
日
を
休
暇
簿
に
記
入
し

て
、
教
育
委
員
会
に
対
し
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚓

教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
改
正
条

例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
初
日
（
以
下
「
初
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
申
出
に
よ
る
期
間
の
末

日
ま
で
の
期
間
の
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

⚔

改
正
条
例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
学
校
職
員
（
以
下
「
学
校
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
附
則
第

二
項
の
申
出
に
基
づ
き
前
項
若
し
く
は
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
を
延
長

し
て
指
定
す
る
こ
と
又
は
当
該
指
定
期
間
若
し
く
は
こ
の
項
の
申
出
（
短
縮
の
指
定
の
申
出
に
限

る
。
）
に
基
づ
き
次
項
若
し
く
は
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
を
短
縮
し
て

指
定
す
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
め
て
指
定
期
間
と
し
て

指
定
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
期
間
の
末
日
を
休
暇
簿
に
記
入
し
て
、
教
育
委
員
会
に
対
し
申
し
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚕

教
育
委
員
会
は
、
学
校
職
員
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
又
は
短
縮
の
指
定
の
申

出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
初
日
か
ら
当
該
申
出
に
係
る
末
日
ま
で
の
期
間
の
指
定
期
間
を
指
定
す
る

も
の
と
す
る
。

⚖

附
則
第
三
項
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
平
成
二
十
九
年

一
月
一
日
か
ら
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
し
出
た
指
定
期
間
の
末
日
と
す
る
こ
と
を
希
望
す
る

日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
施
行
日
以
後
の
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
又
は
附
則
第
二
項
の
申
出
に

基
づ
き
附
則
第
三
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら

附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
当
該
申
出
に
係
る

末
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
延
長
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
全
期
間
に
わ
た
り
学
校
職
員
の
勤

務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
第
十
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
暇
を
承
認
で

き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
期
間
を
指
定
期
間
と
し
て
指
定
し
な
い
も
の
と
し
、

施
行
日
以
後
の
申
出
の
期
間
又
は
延
長
申
出
の
期
間
中
の
一
部
の
日
が
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
日
で
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
期
間
か
ら
当
該
日

を
除
い
た
期
間
に
つ
い
て
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
準
備
行
為
）

⚗

附
則
第
二
項
の
指
定
期
間
の
指
定
の
申
出
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
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企

業

局

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
六
号

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

小

松

一

彦

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
八
項
第
二
号
中
「
小
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学

校
の
小
学
部
」
を
加
え
、
「
第
六
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
六
条
の
二
の
二
第
四
項
」
に
、
「
児
童
福

祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
十
九
条
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
に
お
け

る
相
互
援
助
活
動
」
を
「
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
に
お
け
る
同
項
各

号
に
掲
げ
る
援
助
」
に
、
「
の
う
ち
日
中
一
時
支
援
事
業
」
を
「
と
し
て
実
施
す
る
日
中
に
お
け
る
一

時
的
な
見
守
り
等
の
支
援
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
者
で
同
項
に
規
定
す
る
介
護
を
必
要
と
す
る

も
の
」
を
「
要
介
護
者
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
介
護
休
暇
」
の
下
に
「
、
介
護
時
間
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
八
号
の
四
中
「
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
要
介

護
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
要
介
護
者
」
に
改
め
、
「
五
日
（
」
の
下
に
「
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
」
を
加
え
、
同
号
イ
及
び
ロ
中
「
要
介
護
者
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
」

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
職
員
が
」
の
下
に
「
要
介
護
者
（
」
を
、
「
第
三
号
」
の
下
に
「
に
掲
げ
る

者
（
祖
父
母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹
を
除
く
。
）
」
を
、
「
も
の
」
の
下
に
「
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
、
「
す
る
た
め
、
」
の
下
に
「
所
属
長
が
、
職
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
要
介
護
者
の
各
々

が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
三
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、
通
算
し
て
六
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
（
以
下
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⚒

前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
申
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
の
指
定
を
希
望
す
る
期
間
の
初

日
及
び
末
日
を
第
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
介
護
休
暇
簿
に
記
入
し
て
、
所
属
長
に
対
し
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚓

所
属
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
指
定
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
出
に

よ
る
期
間
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
（
第
六
項
に
お
い
て
「
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
指

定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

⚔

職
員
は
、
第
二
項
の
申
出
に
基
づ
き
前
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期

間
を
延
長
し
て
指
定
す
る
こ
と
又
は
当
該
指
定
期
間
若
し
く
は
こ
の
項
の
申
出
（
短
縮
の
指
定
の
申

出
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
次
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
を
短
縮
し

て
指
定
す
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
め
て
指
定
期
間
と
し

て
指
定
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
期
間
の
末
日
を
第
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
介
護
休
暇
簿
に
記
入

し
て
、
所
属
長
に
対
し
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚕

所
属
長
は
、
職
員
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
又
は
短
縮
の
指
定
の
申
出
が
あ
つ

た
場
合
に
は
、
第
三
項
、
こ
の
項
又
は
次
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
の
初
日
か
ら
当

該
申
出
に
係
る
末
日
ま
で
の
期
間
の
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

⚖

第
三
項
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
属
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
申
出
の
期
間
又
は
第
二
項

の
申
出
に
基
づ
き
第
三
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
の
末
日
の
翌
日

か
ら
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
の
指
定
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
の
当
該
申
出
に
係
る

末
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
延
長
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
全
期
間
に
わ
た

り
介
護
休
暇
を
与
え
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
、
介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
期
間
を
指
定
期
間
と
し
て
指
定
し
な
い
も
の
と
し
、
申
出
の

期
間
又
は
延
長
申
出
の
期
間
中
一
部
の
日
に
つ
い
て
介
護
休
暇
を
与
え
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支

障
が
あ
る
と
認
め
、
介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
日
で
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の

期
間
か
ら
当
該
日
を
除
い
た
期
間
に
つ
い
て
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

⚗

指
定
期
間
の
通
算
は
、
暦
に
従
つ
て
計
算
し
、
一
月
に
満
た
な
い
期
間
は
、
三
十
日
を
も
つ
て
一

月
と
す
る
。

⚘

介
護
休
暇
の
単
位
は
、
一
日
、
半
日
又
は
一
時
間
（
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
つ
て
は
、
一
日
又

は
一
時
間
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
時
間
を
単
位
と
す
る
介
護
休
暇
は
、
一
日
を
通

じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
た
四
時
間
（
当
該
介
護
休
暇
と
要

介
護
者
を
異
に
す
る
介
護
時
間
の
承
認
を
得
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
四

時
間
か
ら
当
該
介
護
時
間
の
承
認
を
得
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内

の
時
間
と
す
る
。

第
十
一
条
の
三
を
第
十
一
条
の
四
と
す
る
。

第
十
一
条
の
二
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⚓

子
育
て
支
援
部
分
休
暇
は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で

連
続
し
た
二
時
間
（
第
十
条
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
、
介
護
時
間
又
は
部
分
休
業
の

承
認
を
得
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
二
時
間
か
ら
当
該
承
認
を
得
て
勤
務
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し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す
る
。

第
十
一
条
の
二
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
お
け
る
休
暇
」
の
下
に
「
、
介
護
時
間
」
を
加

え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
削
り
、
同
条
を
第
十
一
条
の
三
と
し
、
第
十
一
条
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
介
護
時
間
）

第
十
一
条
の
二

介
護
時
間
は
、
職
員
が
要
介
護
者
の
介
護
を
す
る
た
め
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該

介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
連
続
す
る
三
年
の
期
間
（
当
該
要
介
護
者
に
係

る
指
定
期
間
と
重
複
す
る
期
間
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し

な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。

⚒

介
護
時
間
の
単
位
は
、
三
十
分
と
す
る
。

⚓

介
護
時
間
は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
た
二

時
間
（
子
育
て
支
援
部
分
休
暇
又
は
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
（
以
下

「
部
分
休
業
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
得
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
二
時

間
か
ら
当
該
承
認
を
得
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す

る
。

⚔

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
短
時
間
勤
務
職
員
の
介
護
時
間
は
、
一
日
を
通
じ
、
当
該
短
時
間

勤
務
職
員
に
つ
い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
の

範
囲
内
（
子
育
て
支
援
部
分
休
暇
又
は
部
分
休
業
の
承
認
を
得
て
い
る
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て

は
、
当
該
時
間
の
範
囲
内
で
、
か
つ
、
二
時
間
か
ら
当
該
承
認
に
係
る
時
間
を
減
じ
た
時
間
の
範
囲

内
）
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
六
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
別
記
第
四
号
様
式
の
二
」
を

「
別
記
第
四
号
様
式
の
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

五

介
護
時
間

あ
ら
か
じ
め
介
護
時
間
簿
（
別
記
第
四
号
様
式
の
二
）
に
記
入
し
て
所
属
長
に
請

求
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
。

第
二
十
一
条
第
五
項
中
「
は
二
週
間
（
」
を
「
お
い
て
、
一
回
の
指
定
期
間
に
つ
い
て
初
め
て
介
護

休
暇
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
二
週
間
以
上
の
期
間
（
当
該
指
定
期
間
が
二
週
間
未
満
で
あ

る
場
合
又
は
」
に
、
「
一
週
間
）
以
上
の
時
期
」
を
「
別
に
定
め
る
期
間
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
介
護
休
暇
簿
」
の
下
に
「
、
介
護
時
間
簿
」
を
加
え
る
。

別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
⚔
号
様
式
（
第
21条
関
係
）

（
表
）

介
護
休
暇
簿

職
名

氏
名

要介護者

氏
名

続
柄

同
居
又
は

別
居
の
別
１
同
居

２
別
居

介
護
が
必
要

と
な
つ
た
日

年
月

日

状
態

指定期間の申出

・

指定

第
１

回
申
出
の
期
間

申
出
日

請
求
者
印

所
属
長
の
印
期

間
年

月
日
か
ら

年
月

日
ま
で

年
月

日
月

日

第
２

回
申
出
の
期
間

申
出
日

請
求
者
印

所
属
長
の
印
期

間
年

月
日
か
ら

年
月

日
ま
で

年
月

日
月

日

第
３

回
申
出
の
期
間

申
出
日

請
求
者
印

所
属
長
の
印
期

間
年

月
日
か
ら

年
月

日
ま
で

年
月

日
月

日

指定期間の延長
・

短縮

第
１

回
延
長
・
短
縮
後
の
末
日

申
出
日

請
求
者
印

所
属
長
の
印

延長・短縮後の期間
(

年
月

日
か
ら
)

年
月

日
ま
で

年
月

日
月

日

(
年

月
日
か
ら
)

年
月

日
ま
で

年
月

日
月

日

第
２

回
延
長
・
短
縮
後
の
末
日

申
出
日

請
求
者
印

所
属
長
の
印

延長・短縮後の期間
(

年
月

日
か
ら
)

年
月

日
ま
で

年
月

日
月

日

(
年

月
日
か
ら
)

年
月

日
ま
で

年
月

日
月

日

第
３

回
延
長
・
短
縮
後
の
末
日

申
出
日

請
求
者
印

所
属
長
の
印

延長・短縮後の期間
(

年
月

日
か
ら
)

年
月

日
ま
で

年
月

日
月

日

(
年

月
日
か
ら
)

年
月

日
ま
で

年
月

日
月

日
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（
裏
）

決
裁

請
求
期
日

休
暇

期
間

取
得
日
数

累
計
請
求
者
印

所
属
長

年
月
日

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

（
日

時
間
)

日

年
月
日

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

（
日

時
間
)

日

年
月
日

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

（
日

時
間
)

日

年
月
日

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

（
日

時
間
)

日

年
月
日

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

（
日

時
間
)

日

年
月
日

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

（
日

時
間
)

日

年
月
日

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

（
日

時
間
)

日

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
の
二
を
別
記
第
四
号
様
式
の
三
と
し
、
別
記
第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を

加
え
る
。

二
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第
⚔
号
様
式
の
⚒
（
第
21条
関
係
）

介
護
時
間
簿

職
名

氏
名

要介護者

氏
名

続
柄

同
居
又
は

別
居
の
別
１
同
居

２
別
居

介
護
が
必
要

と
な
つ
た
日

年
月

日

状
態

連
続
す
る
３
年
の
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

決
裁

請
求
期
日

休
暇

期
間

一
日
の
取

得
時
間
数
請
求
者
印

所
属
長

年
月
日

年
月
日
か
ら

年
月
日
ま
で

毎
日・

そ
の
他
(
)

時
間分

時
分
か
ら

時
分
か
ら
時
分
ま
で

時
分
ま
で

年
月
日

年
月
日
か
ら

年
月
日
ま
で

毎
日・

そ
の
他
(
)

時
間分

時
分
か
ら

時
分
か
ら
時
分
ま
で

時
分
ま
で

年
月
日

年
月
日
か
ら

年
月
日
ま
で

毎
日・

そ
の
他
(
)

時
間分

時
分
か
ら

時
分
か
ら
時
分
ま
で

時
分
ま
で

年
月
日

年
月
日
か
ら

年
月
日
ま
で

毎
日・

そ
の
他
(
)

時
間分

時
分
か
ら

時
分
か
ら
時
分
ま
で

時
分
ま
で

年
月
日

年
月
日
か
ら

年
月
日
ま
で

毎
日・

そ
の
他
(
)

時
間分

時
分
か
ら

時
分
か
ら
時
分
ま
で

時
分
ま
で

年
月
日

年
月
日
か
ら

年
月
日
ま
で

毎
日・

そ
の
他
(
)

時
間分

時
分
か
ら

時
分
か
ら
時
分
ま
で

時
分
ま
で

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
八
項
第
二

号
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
八
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

改
正
前
の
山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
第
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
暇

の
承
認
を
受
け
た
職
員
で
あ
っ
て
、
こ
の
管
理
規
程
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
当
該
介
護
休
暇
の
初
日
（
以
下
「
初
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
て

い
な
い
も
の
の
改
正
後
の
山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
管
理
規
程
」
と
い

う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
に
つ
い
て
は
、
所
属
長
は
、
初
日
か
ら
当
該
職
員

の
申
出
に
基
づ
く
施
行
日
以
後
の
日
（
初
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
日
に
限

る
。
）
ま
で
の
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
期
間
の
指
定
）

⚓

前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
申
出
は
、
改
正
後
の
管
理
規
程
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
期

間
（
以
下
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
の
末
日
と
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
日
を
介
護
休
暇
簿
に
記
入

し
て
、
所
属
長
に
対
し
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚔

所
属
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
初
日
か
ら
当

該
申
出
に
よ
る
期
間
の
末
日
ま
で
の
期
間
の
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

⚕

附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
附
則
第
三
項
の
申
出
に
基
づ

き
前
項
若
し
く
は
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
を
延
長
し
て
指
定
す
る
こ
と

又
は
当
該
指
定
期
間
若
し
く
は
こ
の
項
の
申
出
（
短
縮
の
指
定
の
申
出
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
次
項

若
し
く
は
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
を
短
縮
し
て
指
定
す
る
こ
と
を
申
し

出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
め
て
指
定
期
間
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
を
希
望

す
る
期
間
の
末
日
を
介
護
休
暇
簿
に
記
入
し
て
、
所
属
長
に
対
し
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚖

所
属
長
は
、
職
員
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
又
は
短
縮
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
初
日
か
ら
当
該
申
出
に
係
る
末
日
ま
で
の
期
間
の
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す

る
。

⚗

附
則
第
四
項
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
属
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
平
成
二
十
九
年
一
月

一
日
か
ら
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
し
出
た
指
定
期
間
の
末
日
と
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
日
ま

で
の
期
間
（
以
下
「
施
行
日
以
後
の
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
又
は
附
則
第
三
項
の
申
出
に
基
づ

き
附
則
第
四
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
附
則

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
当
該
申
出
に
係
る
末
日

ま
で
の
期
間
（
以
下
「
延
長
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
全
期
間
に
わ
た
り
介
護
休
暇
を
与
え
る

こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
、
介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

二
二
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場
合
は
、
当
該
期
間
を
指
定
期
間
と
し
て
指
定
し
な
い
も
の
と
し
、
施
行
日
以
後
の
申
出
の
期
間
又

は
延
長
申
出
の
期
間
中
の
一
部
の
日
に
つ
い
て
介
護
休
暇
を
与
え
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が

あ
る
と
認
め
、
介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
日
で
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
期
間

か
ら
当
該
日
を
除
い
た
期
間
に
つ
い
て
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
準
備
行
為
）

⚘

附
則
第
三
項
の
指
定
期
間
の
指
定
の
申
出
は
、
こ
の
管
理
規
程
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
七
号

企
業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

小

松

一

彦

企
業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

企
業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
四
年
山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
休
暇
及
び
」
を
「
休
暇
、
」
に
改
め
、
「
第
十
一
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
に
規

定
す
る
場
合
の
休
暇
及
び
同
管
理
規
程
第
十
一
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
二

山 口 県 報平成28年12月20日 火曜日 （号 外−62）

二
三

山 口 県 報平成28年12月20日 火曜日 （号 外−62）



平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


